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大村市新体育・文化施設整備基金の概要（第８号議案関係）

１ 設置の目的

今後建設を予定している新たな体育・文化施設の整備に要する経費の財源を安定

的に確保するため、基金を設置する。

２ 基金の管理及び運用について

予算の定める範囲で積み立て、新たな体育・文化施設の整備の財源に充てる場合

に限り、取り崩すこととする。また、基金の運用から生じる収益は、当該基金に繰

り入れる。

３ 条例の内容

基金の積立て、管理、運用益金の処理等について定める。

４ 条例の施行期日

公布の日

＜新体育・文化施設の建設概要＞

市民からの体育・文化施設に係る請願や要望を踏まえ、新たな体育館、武道館及び

文化施設の建設に向けて検討を進めている。

令和７年５月の議会全員協議会において、計画地を現庁舎周辺として公表した。

財源の検討に当たり、国の交付金の活用を予定しているが、活用した場合でも一時

的に多大な財政負担が生じることが想定されるため、事前に基金を創設する。

（参考）スケジュール（予定）

令和７・８年度 調査（交通状況調査、配置計画検討等）

令和９年度 基本構想

令和１０年度 基本計画

令和１１・１２年度 設計（基本設計及び実施設計）

令和１３年度以降 工事着手

※現庁舎の解体は、令和１１・１２年度に予定している。
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大村市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例の概要（第９号議案

関係）

１ 制定の理由

子ども・子育て支援法の改正に伴い、乳児等のための支援給付制度が創設された。

「乳児等通園支援事業者」が、給付対象となる「特定乳児等通園支援事業者」として給付

を受けるためには、

①乳児等通園支援事業者として市の認可を受けること。

②認可を受けた乳児等通園支援事業者は、市から給付を受ける施設・事業として適格かど

うか「確認」を受けること。

が必要である。市がこの「確認」を行うための基準として、特定乳児等通園支援事業の運営

について、国の定める基準に基づき、市の条例で定めることとされたため、本条例を制定す

る。

２ 条例に定める基準のうち主なもの

(1) 利用定員（第３条関係）

特定乳児等通園支援事業所ごとに１時間当たりの利用定員を定め、利用する時間数、事

業所が開所する日数及び時間その他の事情を考慮して、１か月当たりの利用定員をそれぞ

れ定めなければならない。

(2) 運営に関する基準（第４条から第３２条までの規定関係）

ア 面談の実施（第４条関係）

特定乳児等通園支援の利用の開始に際して、あらかじめ、利用申込者に対し、運営規

程の概要、職員の勤務体制、利用者負担その他の重要事項を記した文書を交付して面談

を行い、同意を得なければならない。

イ 正当な理由のない提供拒否の禁止（第５条関係）

利用の申込みを受けたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。

ウ 特定乳児等通園支援の取扱方針（第１４条関係）

保育所における保育の内容について内閣総理大臣が定める指針に準じ、乳児等通園支

援事業の特性に留意して、子ども及びその保護者の心身の状況等に応じて、乳児等通園

支援の提供を適切に行わなければならない。

エ 運営規程（第１９条関係）

施設の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

オ 勤務体制の確保（第２０条関係）

子どもに対し、適切な特定乳児等通園支援を提供することができるよう、事業所ごと

に職員の勤務の体制を定めておかなければならない。

３ 施行期日

令和８年４月１日
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市
長
の
専
決
処
分
事
項
に
関
す
る
条
例
（
新
旧
対
照
表
）
（
第
１
条
関
係
）

改
正
後

改
正
前

地
方
自
治
法
（
昭
和
２
２
年
法
律
第
６
７
号
）
第
１
８
０
条
第
１
項
の
規
定

に
よ
り
市
長
に
お
い
て
専
決
処
分
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
項
は
、
次
の
と
お

り
と
す
る
。

(
1
)
略

(
2
)
１
件
３
０
，
０
０
０
円
以
下
の
市
の
現
金
又
は
物
品
の
亡
失
若
し
く
は

き
損
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
地
方
自
治
法
第
２
４
３
条
の
２
の
９
第

１
項
の
規
定
に
よ
る
市
職
員
の
損
害
賠
償
責
任
を
免
除
す
る
こ
と
。

(
3
)
～
(
8
)
略

地
方
自
治
法
（
昭
和
２
２
年
法
律
第
６
７
号
）
第
１
８
０
条
第
１
項
の
規
定

に
よ
り
市
長
に
お
い
て
専
決
処
分
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
項
は
、
次
の
と
お

り
と
す
る
。

(
1
)
略

(
2
)
１
件
３
０
，
０
０
０
円
以
下
の
市
の
現
金
又
は
物
品
の
亡
失
若
し
く
は

き
損
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
地
方
自
治
法
第
２
４
３
条
の
２
の
８
第

１
項
の
規
定
に
よ
る
市
職
員
の
損
害
賠
償
責
任
を
免
除
す
る
こ
と
。

(
3
)
～
(
8
)
略
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大
村
市
水
道
事
業
、
工
業
用
水
道
事
業
、
下
水
道
事
業
及
び
農
業
集
落
排
水
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
（
新
旧
対
照
表
）
（
第
２
条
関
係
）

改
正
後

改
正
前

（
議
会
の
同
意
を
要
す
る
賠
償
責
任
の
免
除
）

第
６
条
法
第
３
４
条
に
お
い
て
準
用
す
る
地
方
自
治
法
（
昭
和
２
２
年
法
律

第
６
７
号
）
第
２
４
３
条
の
２
の
９
第
８
項
の
規
定
に
よ
り
各
事
業
の
業
務

に
従
事
す
る
職
員
の
賠
償
責
任
の
免
除
に
つ
い
て
議
会
の
同
意
を
得
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
場
合
は
、
当
該
賠
償
責
任
に
係
る
賠
償
額
が
５
０
，
０
０
０

円
以
上
で
あ
る
場
合
と
す
る
。

（
議
会
の
同
意
を
要
す
る
賠
償
責
任
の
免
除
）

第
６
条

法
第
３
４
条
に
お
い
て
準
用
す
る
地
方
自
治
法
（
昭
和
２
２
年
法
律

第
６
７
号
）
第
２
４
３
条
の
２
の
８
第
８
項
の
規
定
に
よ
り
各
事
業
の
業
務

に
従
事
す
る
職
員
の
賠
償
責
任
の
免
除
に
つ
い
て
議
会
の
同
意
を
得
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
場
合
は
、
当
該
賠
償
責
任
に
係
る
賠
償
額
が
５
０
，
０
０
０

円
以
上
で
あ
る
場
合
と
す
る
。
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大
村
市
病
院
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
（
新
旧
対
照
表
）
（
第
３
条
関
係
）

改
正
後

改
正
前

（
議
会
の
同
意
を
要
す
る
賠
償
責
任
の
免
除
）

第
１
２
条

法
第
３
４
条
に
お
い
て
準
用
す
る
地
方
自
治
法
第
２
４
３
条
の

２
の
９
第
８
項
の
規
定
に
よ
り
病
院
事
業
の
業
務
に
従
事
す
る
職
員
の
賠

償
責
任
の
免
除
に
つ
い
て
議
会
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
は
、

当
該
賠
償
責
任
に
係
る
賠
償
額
が
５
０
，
０
０
０
円
以
上
で
あ
る
場
合
と
す

る
。

（
議
会
の
同
意
を
要
す
る
賠
償
責
任
の
免
除
）

第
１
２
条

法
第
３
４
条
に
お
い
て
準
用
す
る
地
方
自
治
法
第
２
４
３
条
の

２
の
８
第
８
項
の
規
定
に
よ
り
病
院
事
業
の
業
務
に
従
事
す
る
職
員
の
賠

償
責
任
の
免
除
に
つ
い
て
議
会
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
は
、

当
該
賠
償
責
任
に
係
る
賠
償
額
が
５
０
，
０
０
０
円
以
上
で
あ
る
場
合
と
す

る
。
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大
村
市
モ
ー
タ
ー
ボ
ー
ト
競
走
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
（
新
旧
対
照
表
）
（
第
４
条
関
係
）

改
正
後

改
正
前

（
議
会
の
同
意
を
要
す
る
賠
償
責
任
の
免
除
）

第
１
０
条
企
業
法
第
３
４
条
に
お
い
て
準
用
す
る
地
方
自
治
法
（
昭
和
２
２

年
法
律
第
６
７
号
）
第
２
４
３
条
の
２
の
９
第
８
項
の
規
定
に
よ
り
ボ
ー
ト

レ
ー
ス
事
業
の
業
務
に
従
事
す
る
職
員
の
賠
償
責
任
の
免
除
に
つ
い
て
議

会
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
は
、
当
該
賠
償
責
任
に
係
る
賠
償

額
が
５
０
，
０
０
０
円
以
上
で
あ
る
場
合
と
す
る
。

（
議
会
の
同
意
を
要
す
る
賠
償
責
任
の
免
除
）

第
１
０
条

企
業
法
第
３
４
条
に
お
い
て
準
用
す
る
地
方
自
治
法
（
昭
和
２
２

年
法
律
第
６
７
号
）
第
２
４
３
条
の
２
の
８
第
８
項
の
規
定
に
よ
り
ボ
ー
ト

レ
ー
ス
事
業
の
業
務
に
従
事
す
る
職
員
の
賠
償
責
任
の
免
除
に
つ
い
て
議

会
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
は
、
当
該
賠
償
責
任
に
係
る
賠
償

額
が
５
０
，
０
０
０
円
以
上
で
あ
る
場
合
と
す
る
。
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大
村
市
特
別
職
報
酬
等
審
議
会
条
例
（
新
旧
対
照
表
）

改
正
後

改
正
前

（
委
員
）

第
３
条
審
議
会
は
、
委
員
１
０
人
以
内
を
も
っ
て
組
織
し
、
そ
の
委
員
は
、

学
識
経
験
者
、
本
市
の
区
域
内
の
公
共
的
団
体
等
の
代
表
者
そ
の
他
住
民
の

う
ち
か
ら
市
長
が
委
嘱
す
る
。

２
・
３
略

（
委
員
）

第
３
条
審
議
会
は
、
委
員
１
０
人
以
内
を
も
っ
て
組
織
し
、
そ
の
委
員
は
、

本
市
の
区
域
内
の
公
共
的
団
体
等
の
代
表
者
そ
の
他
住
民
の
う
ち
か
ら
市
長

が
委
嘱
す
る
。

２
・
３
略
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大村市行政手続条例の改正概要（第１２号議案関係）

１ 改正の理由

行政手続法の改正を踏まえ、不利益処分における聴聞等の通知に係る公示送達の

方法を見直すため、次のとおり改正するものである。

２ 改正の内容

(1) 公示送達の方法の見直し

不利益処分における聴聞等の通知に係る公示送達の方法を以下のとおり見直

す。

※市のウェブサイト等に表示することを想定

(2) 所要の条文整理

３ 施行期日

令和８年５月２１日

改正前 改正後

公示事項が記載された書面を市の事務

所の掲示場に掲示する。

・公示事項を規則で定める方法（※）に

より不特定多数の者が閲覧すること

ができる状態に置く。

・公示事項が記載された書面を市の事

務所の掲示場に掲示し、又は公示事

項を市の事務所に設置した電子計算

機の画面に表示する。

（ 8 ）



大
村
市
行
政
手
続
条
例
（
新
旧
対
照
表
）

改
正
後

改
正
前

（
聴
聞
の
通
知
の
方
式
）

第
１
５
条
略

２
略

３
行
政
庁
は
、
不
利
益
処
分
の
名
宛
人
と
な
る
べ
き
者
の
所
在
が
判
明
し
な

い
場
合
に
お
い
て
は
、
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
、
公
示
の
方
法
に
よ

っ
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

４
前
項
の
公
示
の
方
法
に
よ
る
通
知
は
、
不
利
益
処
分
の
名
宛
人
と
な
る
べ

き
者
の
氏
名
、
第
１
項
第
３
号
及
び
第
４
号
に
掲
げ
る
事
項
並
び
に
当
該
行

政
庁
が
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
い
つ
で
も
そ
の
者

に
交
付
す
る
旨
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
公
示
事
項
」
と
い
う
。
）
を
規

則
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
不
特
定
多
数
の
者
が
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る

状
態
に
置
く
と
と
も
に
、
公
示
事
項
が
記
載
さ
れ
た
書
面
を
当
該
行
政
庁
の

事
務
所
の
掲
示
場
に
掲
示
し
、
又
は
公
示
事
項
を
当
該
事
務
所
に
設
置
し
た

電
子
計
算
機
の
映
像
面
に
表
示
し
た
も
の
の
閲
覧
を
す
る
こ
と
が
で
き
る

状
態
に
置
く
措
置
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
は
、
当
該
措
置
を
開
始
し
た
日
か
ら
２
週
間
を
経
過
し
た
と
き
に
、

当
該
通
知
が
そ
の
者
に
到
達
し
た
も
の
と
み
な
す
。

（
代
理
人
）

第
１
６
条
前
条
第
１
項
の
通
知
を
受
け
た
者
（
同
条
第
４
項
後
段
の
規
定
に

よ
り
当
該
通
知
が
到
達
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
者
を
含
む
。
以
下
「
当
事

者
」
と
い
う
。
）
は
、
代
理
人
を
選
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
～
４
略

（
聴
聞
の
通
知
の
方
式
）

第
１
５
条

略
２
略

３
行
政
庁
は
、
不
利
益
処
分
の
名
宛
人
と
な
る
べ
き
者
の
所
在
が
判
明
し
な

い
場
合
に
お
い
て
は
、
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
、
そ
の
者
の
氏
名
、

同
項
第
３
号
及
び
第
４
号
に
掲
げ
る
事
項
並
び
に
当
該
行
政
庁
が
同
項
各

号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
い
つ
で
も
そ
の
者
に
交
付
す
る
旨

を
当
該
行
政
庁
の
事
務
所
の
掲
示
場
に
掲
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
う
こ

と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
掲
示
を
始
め
た
日
か
ら
２
週
間
を

経
過
し
た
と
き
に
、
当
該
通
知
が
そ
の
者
に
到
達
し
た
も
の
と
み
な
す
。

（
代
理
人
）

第
１
６
条

前
条
第
１
項
の
通
知
を
受
け
た
者
（
同
条
第
３
項
後
段
の
規
定
に

よ
り
当
該
通
知
が
到
達
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
者
を
含
む
。
以
下
「
当
事

者
」
と
い
う
。
）
は
、
代
理
人
を
選
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
～
４

略
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改
正
後

改
正
前

（
続
行
期
日
の
指
定
）

第
２
２
条
略

２
略

３
第
１
５
条
第
３
項
及
び
第
４
項
の
規
定
は
、
前
項
本
文
の
場
合
に
お
い

て
、
当
事
者
又
は
参
加
人
の
所
在
が
判
明
し
な
い
と
き
に
お
け
る
通
知
の
方

法
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
３
項
及
び
第
４
項

中
「
不
利
益
処
分
の
名
宛
人
と
な
る
べ
き
者
」
と
あ
る
の
は
「
当
事
者
又
は

参
加
人
」
と
、
同
項
中
「
と
き
」
と
あ
る
の
は
「
と
き
（
同
一
の
当
事
者
又

は
参
加
人
に
対
す
る
２
回
目
以
降
の
通
知
に
あ
っ
て
は
、
当
該
措
置
を
開
始

し
た
日
の
翌
日
）
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
聴
聞
に
関
す
る
手
続
の
準
用
）

第
２
９
条
第
１
５
条
第
３
項
及
び
第
４
項
並
び
に
第
１
６
条
の
規
定
は
、
弁

明
の
機
会
の
付
与
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
１
５
条

第
３
項
中
「
第
１
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
２
８
条
」
と
、
同
条
第
４
項
中
「
第

１
項
第
３
号
及
び
第
４
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
２
８
条
第
３
号
」
と
、
第
１

６
条
第
１
項
中
「
前
条
第
１
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
２
８
条
」
と
、
「
同
条

第
４
項
後
段
」
と
あ
る
の
は
「
第
２
９
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
１
５
条
第

４
項
後
段
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
続
行
期
日
の
指
定
）

第
２
２
条

略
２
略

３
第
１
５
条
第
３
項
の
規
定
は
、
前
項
本
文
の
場
合
に
お
い
て
、
当
事
者
又

は
参
加
人
の
所
在
が
判
明
し
な
い
と
き
に
お
け
る
通
知
の
方
法
に
つ
い
て

準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
３
項
中
「
不
利
益
処
分
の
名
宛

人
と
な
る
べ
き
者
」
と
あ
る
の
は
「
当
事
者
又
は
参
加
人
」
と
、
「
掲
示
を

始
め
た
日
か
ら
２
週
間
を
経
過
し
た
と
き
」
と
あ
る
の
は
「
掲
示
を
始
め
た

日
か
ら
２
週
間
を
経
過
し
た
と
き
（
同
一
の
当
事
者
又
は
参
加
人
に
対
す
る

２
回
目
以
降
の
通
知
に
あ
っ
て
は
、
掲
示
を
始
め
た
日
の
翌
日
）
」
と
読
み

替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
聴
聞
に
関
す
る
手
続
の
準
用
）

第
２
９
条

第
１
５
条
第
３
項
及
び
第
１
６
条
の
規
定
は
、
弁
明
の
機
会
の
付

与
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
１
５
条
第
３
項
中
「
第

１
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
２
８
条
」
と
、
「
同
項
第
３
号
及
び
第
４
号
」
と

あ
る
の
は
「
同
条
第
３
号
」
と
、
第
１
６
条
第
１
項
中
「
前
条
第
１
項
」
と

あ
る
の
は
「
第
２
８
条
」
と
、
「
同
条
第
３
項
後
段
」
と
あ
る
の
は
「
第
２

９
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
１
５
条
第
３
項
後
段
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と

す
る
。
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大
村
市
情
報
公
開
条
例
（
新
旧
対
照
表
）

改
正
後

改
正
前

（
適
正
な
請
求
及
び
使
用
）

第
４
条

こ
の
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
公
文
書
の
公
開
を
請
求
し
よ

う
と
す
る
も
の
は
、
そ
の
権
利
を
濫
用
す
る
こ
と
な
く
、
こ
の
条
例
の
目
的

に
即
し
、
適
正
な
請
求
に
努
め
る
と
と
も
に
、
公
文
書
の
公
開
を
受
け
た
と

き
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
得
た
情
報
を
こ
の
条
例
の
目
的
に
即
し
て
適
正
に
使

用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
公
文
書
の
公
開
を
請
求
で
き
る
も
の
）

第
５
条

何
人
も
、
こ
の
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
実
施
機
関
に
対
し
、

公
文
書
の
公
開
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
公
開
請
求
の
方
法
）

第
６
条

公
文
書
の
公
開
を
請
求
し
よ
う
と
す
る
も
の
は
、
実
施
機
関
に
対

し
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
請
求
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

(
1
)
略

（
適
正
な
請
求
及
び
使
用
）

第
４
条

こ
の
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
公
文
書
の
公
開
を
請
求
し
よ

う
と
す
る
も
の
は
、
こ
の
条
例
の
目
的
に
即
し
、
適
正
な
請
求
に
努
め
る
と

と
も
に
、
公
文
書
の
公
開
を
受
け
た
と
き
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
得
た
情
報
を

こ
の
条
例
の
目
的
に
即
し
て
適
正
に
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
公
文
書
の
公
開
を
請
求
で
き
る
も
の
）

第
５
条

次
に
掲
げ
る
も
の
は
、
実
施
機
関
に
対
し
、
公
文
書
の
公
開
を
請
求

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(
1
)
市
の
区
域
内
に
住
所
を
有
す
る
者

(
2
)
市
の
区
域
内
に
事
務
所
又
は
事
業
所
を
有
す
る
個
人
及
び
法
人
そ
の

他
の
団
体

(
3
)
市
の
区
域
内
に
存
す
る
事
務
所
又
は
事
業
所
に
勤
務
す
る
者

(
4
)
市
の
区
域
内
に
存
す
る
学
校
に
在
学
す
る
者

(
5
)
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
実
施
機
関
が
保
有
し
て
い
る
公
文
書

の
公
開
を
必
要
と
す
る
理
由
を
明
示
し
て
請
求
す
る
個
人
及
び
法
人
そ

の
他
の
団
体

（
公
開
請
求
の
方
法
）

第
６
条

公
文
書
の
公
開
を
請
求
し
よ
う
と
す
る
も
の
は
、
実
施
機
関
に
対
し

て
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
請
求
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

(
1
)
略

(
2
)
次
に
掲
げ
る
も
の
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
掲
げ
る
事
項

ア
前
条
第
２
号
に
掲
げ
る
も
の

そ
の
も
の
の
有
す
る
事
務
所
又
は

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

イ
前
条
第
３
号
に
掲
げ
る
者

そ
の
者
の
勤
務
す
る
事
務
所
又
は
事
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改
正
後

改
正
前

(
2
)
略

(
3
)
前
２
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
規
則
で
定
め
る
事
項

２
略

業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

ウ
前
条
第
４
号
に
掲
げ
る
者

そ
の
者
の
在
学
す
る
学
校
の
名
称
及

び
所
在
地

エ
前
条
第
５
号
に
掲
げ
る
も
の

実
施
機
関
が
保
有
し
て
い
る
公
文

書
の
公
開
を
必
要
と
す
る
理
由

(
3
)
略

(
4
)
前
３
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
規
則
で
定
め
る
事
項

２
略
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大
村
市
財
政
調
整
基
金
等
の
設
置
、
管
理
及
び
処
分
に
関
す
る
条
例
（
新
旧
対
照
表
）

改
正
後

改
正
前

（
設
置
）

第
１
条

本
市
財
政
の
健
全
な
る
運
営
を
図
る
た
め
、
次
の
基
金
を
設
置
す

る
。

（
積
立
て
）

第
２
条
略

２
基
金
の
運
用
か
ら
生
ず
る
収
益
（
モ
ー
タ
ー
ボ
ー
ト
競
走
事
業
収
益
基
金

の
運
用
か
ら
生
ず
る
収
益
で
、
市
長
が
必
要
と
認
め
る
事
業
に
要
す
る
経
費

に
相
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
は
、
毎
年
度
一
般
会
計
歳
入
歳
出
予
算
に
計

上
し
て
、
基
金
に
繰
り
入
れ
る
も
の
と
す
る
。

（
設
置
）

第
１
条

本
市
財
政
の
健
全
な
る
運
営
を
図
る
た
め
、
次
の
基
金
を
設
置
す

る
。

（
積
立
て
）

第
２
条

略
２
基
金
の
運
用
か
ら
生
ず
る
収
益
は
、
毎
年
度
一
般
会
計
歳
入
歳
出
予
算
に

計
上
し
て
、
基
金
に
繰
り
入
れ
る
も
の
と
す
る
。

名
称

目
的

略 モ
ー
タ
ー
ボ
ー
ト
競

走
事
業
収
益
基
金

１
公
共
施
設
、
イ
ン
フ
ラ
施
設
及
び
デ
ジ
タ
ル
イ

ン
フ
ラ
の
整
備
及
び
解
体
、
デ
ジ
タ
ル
イ
ン
フ
ラ

の
保
全
並
び
に
土
地
の
取
得
等
（
次
項
に
お
い
て

「
公
共
施
設
等
の
整
備
等
」
と
い
う
。
）
の
た
め
の

財
源
に
充
て
る
た
め

２
市
債
の
う
ち
公
共
施
設
等
の
整
備
等
の
た
め
に

発
行
し
た
も
の
の
償
還
の
財
源
に
充
て
る
た
め

名
称

目
的

略 モ
ー
タ
ー
ボ
ー
ト
競

走
事
業
収
益
基
金

１
公
共
施
設
等
の
整
備
の
た
め
の
財
源
に
充
て
る

た
め

２
市
債
の
う
ち
公
共
施
設
等
の
整
備
の
た
め
に
発

行
し
た
も
の
の
償
還
の
財
源
に
充
て
る
た
め
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大村市国民健康保険条例の改正概要（第１５号議案関係）

１ 改正の理由

国民健康保険事業制度の持続可能で安定的な運営を行うことを目的として、国民健

康保険税の税率等を改定するものである。

２ 改正の内容

(1) 国民健康保険税の税率等を以下のとおり改定する。（第１３条、第１３条の３及び

第１３条の５関係）

※ 特定世帯：国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行し、同じ世帯内で国民健康保険

の被保険者が１人だけとなった世帯をいう。軽減対象期間は５年（介護分は軽減対象外）

※ 特定継続世帯：特定世帯の軽減対象期間（５年）を経過した後においても、同様の世帯

状況である世帯をいう。軽減対象期間は３年（介護分は軽減対象外）

(2) 未就学児の被保険者均等割額を以下のとおり改定する。（第２５条関係）

３ 施行期日

令和８年４月１日

改正前 改正後
改正前後

増減

（参考）

令和 8年度

標準保険料率

基礎課税額

（医療分）

税 率 8.6％ 8.9％ +0.30％ 9.19％

均等割 23,000 円 27,040 円 +4,040 円 31,067 円

平等割

(特定世帯)

(特定継続世帯)

22,000 円

（11,000 円）

（16,500 円）

21,250 円

（10,625 円）

（15,937 円）

▲750 円

(▲375 円)

(▲563 円)

20,489 円

-

-

後期高齢者

支援金等課税額

（後期分）

税 率 3.0％ 3.23％ +0.23％ 3.46％

均等割 9,800 円 10,770 円 +970 円 11,727 円

平等割

(特定世帯)

(特定継続世帯)

10,000 円

（5,000 円）

（7,500 円）

8,870 円

（4,435 円）

（6,652 円）

▲1,130 円

(▲565 円)

(▲848 円)

7,734 円

-

-

介護納付金課税額

（介護分）

税 率 2.2％ 2.47％ +0.27％ 2.74％

均等割 8,500 円 9,940 円 +1,440 円 11,374 円

平等割 6,000 円 6,000 円 － 5,925 円

改正前 改正後 改正前後増減

基礎課税額

（医療分）

７割軽減 ３，４５０円 ４，０５６円 ６０６円

５割軽減 ５，７５０円 ６，７６０円 １，０１０円

２割軽減 ９，２００円 １０，８１６円 １，６１６円

軽減なし １１，５００円 １３，５２０円 ２，０２０円

後期高齢者

支援金等課税額

（後期分）

７割軽減 １，４７０円 １，６１６円 １４６円

５割軽減 ２，４５０円 ２，６９３円 ２４３円

２割軽減 ３，９２０円 ４，３０８円 ３８８円

軽減なし ４，９００円 ５，３８５円 ４８５円
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大
村
市
国
民
健
康
保
険
条
例
（
新
旧
対
照
表
）

改
正
後

改
正
前

（
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
基
礎
課
税
額
の
税
率
等
）

第
１
３
条

前
条
第
１
項
の
税
率
並
び
に
第
１
１
条
第
２
項
の
被
保
険
者
均

等
割
額
及
び
世
帯
別
平
等
割
額
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
1
)
税
率

１
０
０
分
の
８
．
９

(
2
)
被
保
険
者
均
等
割
額

被
保
険
者
１
人
に
つ
き
２
７
，
０
４
０
円

(
3
)
世
帯
別
平
等
割
額

１
世
帯
に
つ
い
て
２
１
，
２
５
０
円
。
た
だ
し
、

特
定
同
一
世
帯
所
属
者
（
国
民
健
康
保
険
法
第
６
条
第
８
号
の
規
定
に
よ

り
被
保
険
者
の
資
格
を
喪
失
し
た
者
で
あ
っ
て
、
当
該
資
格
を
喪
失
し
た

日
の
前
日
以
後
継
続
し
て
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
被
保
険
者
が
属
す
る
世
帯
で
あ
っ
て
、

同
日
の
属
す
る
月
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
特
定
月
」
と
い
う
。
）
以

後
５
年
を
経
過
す
る
月
ま
で
の
間
に
あ
る
も
の
（
当
該
世
帯
に
他
の
被
保

険
者
が
い
な
い
場
合
に
限
る
。
以
下
「
特
定
世
帯
」
と
い
う
。
）
に
つ
い

て
は
１
０
，
６
２
５
円
と
し
、
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
と
同
一
の
世
帯
に

属
す
る
被
保
険
者
が
属
す
る
世
帯
で
あ
っ
て
、
特
定
月
以
後
５
年
を
経
過

す
る
月
の
翌
月
か
ら
特
定
月
以
後
８
年
を
経
過
す
る
月
ま
で
の
間
に
あ

る
も
の
（
当
該
世
帯
に
他
の
被
保
険
者
が
い
な
い
場
合
に
限
る
。
以
下
「
特

定
継
続
世
帯
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
１
５
，
９
３
７
円
と
す
る
。

（
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額
の
税

率
等
）

第
１
３
条
の
３

前
条
の
税
率
並
び
に
第
１
１
条
第
３
項
の
被
保
険
者
均
等

割
額
及
び
世
帯
別
平
等
割
額
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
1
)
税
率

１
０
０
分
の
３
．
２
３

(
2
)
被
保
険
者
均
等
割
額

被
保
険
者
１
人
に
つ
き
１
０
，
７
７
０
円

(
3
)
世
帯
別
平
等
割
額

１
世
帯
に
つ
い
て
８
，
８
７
０
円
。
た
だ
し
、
特

定
世
帯
に
つ
い
て
は
４
，
４
３
５
円
と
し
、
特
定
継
続
世
帯
に
つ
い
て
は

６
，
６
５
２
円
と
す
る
。

（
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
基
礎
課
税
額
の
税
率
等
）

第
１
３
条

前
条
第
１
項
の
税
率
並
び
に
第
１
１
条
第
２
項
の
被
保
険
者
均

等
割
額
及
び
世
帯
別
平
等
割
額
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
1
)
税
率

１
０
０
分
の
８
．
６

(
2
)
被
保
険
者
均
等
割
額

被
保
険
者
１
人
に
つ
き
２
３
，
０
０
０
円

(
3
)
世
帯
別
平
等
割
額

１
世
帯
に
つ
い
て
２
２
，
０
０
０
円
。
た
だ
し
、

特
定
同
一
世
帯
所
属
者
（
国
民
健
康
保
険
法
第
６
条
第
８
号
の
規
定
に
よ

り
被
保
険
者
の
資
格
を
喪
失
し
た
者
で
あ
っ
て
、
当
該
資
格
を
喪
失
し
た

日
の
前
日
以
後
継
続
し
て
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
被
保
険
者
が
属
す
る
世
帯
で
あ
っ
て
、

同
日
の
属
す
る
月
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
特
定
月
」
と
い
う
。
）
以

後
５
年
を
経
過
す
る
月
ま
で
の
間
に
あ
る
も
の
（
当
該
世
帯
に
他
の
被
保

険
者
が
い
な
い
場
合
に
限
る
。
以
下
「
特
定
世
帯
」
と
い
う
。
）
に
つ
い

て
は
１
１
，
０
０
０
円
と
し
、
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
と
同
一
の
世
帯
に

属
す
る
被
保
険
者
が
属
す
る
世
帯
で
あ
っ
て
、
特
定
月
以
後
５
年
を
経
過

す
る
月
の
翌
月
か
ら
特
定
月
以
後
８
年
を
経
過
す
る
月
ま
で
の
間
に
あ

る
も
の
（
当
該
世
帯
に
他
の
被
保
険
者
が
い
な
い
場
合
に
限
る
。
以
下
「
特

定
継
続
世
帯
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
１
６
，
５
０
０
円
と
す
る
。

（
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額
の
税

率
等
）

第
１
３
条
の
３

前
条
の
税
率
並
び
に
第
１
１
条
第
３
項
の
被
保
険
者
均
等

割
額
及
び
世
帯
別
平
等
割
額
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
1
)
税
率

１
０
０
分
の
３

(
2
)
被
保
険
者
均
等
割
額

被
保
険
者
１
人
に
つ
き
９
，
８
０
０
円

(
3
)
世
帯
別
平
等
割
額

１
世
帯
に
つ
い
て
１
０
，
０
０
０
円
。
た
だ
し
、

特
定
世
帯
に
つ
い
て
は
５
，
０
０
０
円
と
し
、
特
定
継
続
世
帯
に
つ
い
て

は
７
，
５
０
０
円
と
す
る
。
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改
正
後

改
正
前

（
介
護
納
付
金
課
税
被
保
険
者
に
係
る
税
率
等
）

第
１
３
条
の
５

前
条
の
税
率
並
び
に
第
１
１
条
第
４
項
の
被
保
険
者
均
等

割
額
及
び
世
帯
別
平
等
割
額
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
1
)
税
率

１
０
０
分
の
２
．
４
７

(
2
)
被
保
険
者
均
等
割
額

介
護
納
付
金
課
税
被
保
険
者
１
人
に
つ
き
９
，

９
４
０
円

(
3
)
略

(
保
険
税
の
減
額
)

第
２
５
条

略
２

保
険
税
の
納
税
義
務
者
の
属
す
る
世
帯
内
に
６
歳
に
達
す
る
日
以
後
の

最
初
の
３
月
３
１
日
以
前
で
あ
る
被
保
険
者
（
以
下
「
未
就
学
児
」
と
い
う
。
）

が
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
納
税
義
務
者
に
対
し
て
課
す
る
被
保
険
者
均

等
割
額
（
当
該
納
税
義
務
者
の
世
帯
に
属
す
る
未
就
学
児
に
つ
き
算
定
し
た

被
保
険
者
均
等
割
額
（
前
項
に
規
定
す
る
金
額
を
減
額
す
る
も
の
と
し
た
場

合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
減
額
後
の
被
保
険
者
均
等
割
額
）
に
限
る
。
）
は
、

当
該
被
保
険
者
均
等
割
額
か
ら
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ

ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
減
額
し
て
得
た
額
と
す
る
。

(
1
)
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
基
礎
課
税
額
の
被
保
険
者
均
等

割
額

次
に
掲
げ
る
世
帯
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
未
就
学
児
１
人
に

つ
い
て
次
に
定
め
る
額

ア
前
項
第
１
号
ア
に
規
定
す
る
金
額
を
減
額
し
た
世
帯

４
，
０
５
６

円
イ

前
項
第
２
号
ア
に
規
定
す
る
金
額
を
減
額
し
た
世
帯

６
，
７
６
０

円
ウ

前
項
第
３
号
ア
に
規
定
す
る
金
額
を
減
額
し
た
世
帯

１
０
，
８
１

６
円

エ
ア
か
ら
ウ
ま
で
に
掲
げ
る
世
帯
以
外
の
世
帯

１
３
，
５
２
０
円

(
2
)
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額

の
被
保
険
者
均
等
割
額

次
に
掲
げ
る
世
帯
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

未
就
学
児
１
人
に
つ
い
て
次
に
定
め
る
額

（
介
護
納
付
金
課
税
被
保
険
者
に
係
る
税
率
等
）

第
１
３
条
の
５

前
条
の
税
率
並
び
に
第
１
１
条
第
４
項
の
被
保
険
者
均
等

割
額
及
び
世
帯
別
平
等
割
額
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
1
)
税
率

１
０
０
分
の
２
．
２

(
2
)
被
保
険
者
均
等
割
額

介
護
納
付
金
課
税
被
保
険
者
１
人
に
つ
き
８
，

５
０
０
円

(
3
)
略

(
保
険
税
の
減
額
)

第
２
５
条

略
２

保
険
税
の
納
税
義
務
者
の
属
す
る
世
帯
内
に
６
歳
に
達
す
る
日
以
後
の

最
初
の
３
月
３
１
日
以
前
で
あ
る
被
保
険
者
（
以
下
「
未
就
学
児
」
と
い
う
。
）

が
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
納
税
義
務
者
に
対
し
て
課
す
る
被
保
険
者
均

等
割
額
（
当
該
納
税
義
務
者
の
世
帯
に
属
す
る
未
就
学
児
に
つ
き
算
定
し
た

被
保
険
者
均
等
割
額
（
前
項
に
規
定
す
る
金
額
を
減
額
す
る
も
の
と
し
た
場

合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
減
額
後
の
被
保
険
者
均
等
割
額
）
に
限
る
。
）
は
、

当
該
被
保
険
者
均
等
割
額
か
ら
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ

ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
減
額
し
て
得
た
額
と
す
る
。

(
1
)
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
基
礎
課
税
額
の
被
保
険
者
均
等

割
額

次
に
掲
げ
る
世
帯
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
未
就
学
児
１
人
に

つ
い
て
次
に
定
め
る
額

ア
前
項
第
１
号
ア
に
規
定
す
る
金
額
を
減
額
し
た
世
帯

３
，
４
５
０

円
イ

前
項
第
２
号
ア
に
規
定
す
る
金
額
を
減
額
し
た
世
帯

５
，
７
５
０

円
ウ

前
項
第
３
号
ア
に
規
定
す
る
金
額
を
減
額
し
た
世
帯

９
，
２
０
０

円
エ

ア
か
ら
ウ
ま
で
に
掲
げ
る
世
帯
以
外
の
世
帯

１
１
，
５
０
０
円

(
2
)
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額

の
被
保
険
者
均
等
割
額

次
に
掲
げ
る
世
帯
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

未
就
学
児
１
人
に
つ
い
て
次
に
定
め
る
額

（ 16 ）



改
正
後

改
正
前

ア
前
項
第
１
号
ウ
に
規
定
す
る
金
額
を
減
額
し
た
世
帯

１
，
６
１
６

円
イ

前
項
第
２
号
ウ
に
規
定
す
る
金
額
を
減
額
し
た
世
帯

２
，
６
９
３

円
ウ

前
項
第
３
号
ウ
に
規
定
す
る
金
額
を
減
額
し
た
世
帯

４
，
３
０
８

円
エ

ア
か
ら
ウ
ま
で
に
掲
げ
る
世
帯
以
外
の
世
帯

５
，
３
８
５
円

３
略

ア
前
項
第
１
号
ウ
に
規
定
す
る
金
額
を
減
額
し
た
世
帯

１
，
４
７
０

円
イ

前
項
第
２
号
ウ
に
規
定
す
る
金
額
を
減
額
し
た
世
帯

２
，
４
５
０

円
ウ

前
項
第
３
号
ウ
に
規
定
す
る
金
額
を
減
額
し
た
世
帯

３
，
９
２
０

円
エ

ア
か
ら
ウ
ま
で
に
掲
げ
る
世
帯
以
外
の
世
帯

４
，
９
０
０
円

３
略

（ 17 ）



大
村
市
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
（
新
旧
対
照
表
）

改
正
後

改
正
前

（
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
所
の
職
員
の
一
般
的
要
件
）

第
９
条

乳
児
等
通
園
支
援
事
業
所
の
職
員
は
、
健
全
な
心
身
を
有
し
、
豊
か

な
人
間
性
及
び
倫
理
観
を
備
え
、
児
童
福
祉
事
業
に
熱
意
の
あ
る
者
で
あ
っ

て
、
で
き
る
限
り
児
童
福
祉
事
業
の
理
論
及
び
実
際
に
つ
い
て
訓
練
を
受
け

た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
所
の
職
員
の
知
識
及
び
技
能
の
向
上
等
）

第
１
０
条

乳
児
等
通
園
支
援
事
業
所
の
職
員
は
、
常
に
自
己
研
鑽
に
励
み
、

法
に
定
め
る
事
業
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
知
識
及
び
技
能
の

修
得
、
維
持
及
び
向
上
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
略

（
虐
待
等
の
禁
止
）

第
１
３
条

乳
児
等
通
園
支
援
事
業
所
の
職
員
は
、
利
用
乳
幼
児
に
対
し
、
法

第
３
３
条
の
１
０
第
１
項
各
号
に
掲
げ
る
行
為
そ
の
他
当
該
利
用
乳
幼
児

の
心
身
に
有
害
な
影
響
を
与
え
る
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
所
内
部
の
規
程
）

第
１
６
条

乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
は
、
次
に
掲
げ
る
乳
児
等
通
園
支
援
事

業
の
運
営
に
つ
い
て
の
重
要
事
項
に
関
す
る
規
程
を
定
め
て
お
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

(
1
)
～
(
5
)
略

(
6
)
利
用
定
員

(
7
)
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
の
利
用
の
開
始
及
び
終
了
に
関
す
る
事
項
そ

の
他
の
利
用
に
当
た
っ
て
の
留
意
事
項

(
8
)
～
(
1
1
)
略

（
秘
密
保
持
等
）

第
１
８
条

乳
児
等
通
園
支
援
事
業
所
の
職
員
は
、
正
当
な
理
由
が
な
く
、
そ

（
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
の
職
員
の
一
般
的
条
件
）

第
９
条

乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
の
職
員
は
、
健
全
な
心
身
を
有
し
、
豊
か

な
人
間
性
及
び
倫
理
観
を
備
え
、
児
童
福
祉
事
業
に
熱
意
の
あ
る
者
で
あ
っ

て
、
で
き
る
限
り
児
童
福
祉
事
業
の
理
論
及
び
実
際
に
つ
い
て
訓
練
を
受
け

た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
の
職
員
の
知
識
及
び
技
能
の
向
上
等
）

第
１
０
条

乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
の
職
員
は
、
常
に
自
己
研
鑽
に
励
み
、

法
に
定
め
る
事
業
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
知
識
及
び
技
能
の

修
得
、
維
持
及
び
向
上
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
略

（
虐
待
等
の
防
止
）

第
１
３
条

乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
の
職
員
は
、
利
用
乳
幼
児
に
対
し
、
法

第
３
３
条
の
１
０
第
１
項
各
号
に
掲
げ
る
行
為
そ
の
他
当
該
利
用
乳
幼
児

の
心
身
に
有
害
な
影
響
を
与
え
る
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
所
内
部
の
規
程
）

第
１
６
条

乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
は
、
次
に
掲
げ
る
乳
児
等
通
園
支
援
事

業
の
運
営
に
つ
い
て
の
重
要
事
項
に
関
す
る
規
程
を
定
め
て
お
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

(
1
)
～
(
5
)
略

(
6
)
乳
児
及
び
幼
児
の
区
分
ご
と
の
利
用
定
員

(
7
)
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
の
利
用
の
開
始
及
び
終
了
に
関
す
る
事
項
並

び
に
利
用
に
当
た
っ
て
の
留
意
事
項

(
8
)
～
(
1
1
)
略

（
秘
密
保
持
等
）

第
１
８
条

乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
の
職
員
は
、
正
当
な
理
由
が
な
く
、
そ
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改
正
後

改
正
前

の
業
務
上
知
り
得
た
利
用
乳
幼
児
又
は
そ
の
家
族
の
秘
密
を
漏
ら
し
て
は

な
ら
な
い
。

２
略

（
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
の
区
分
）

第
２
０
条

略
２

略
３

余
裕
活
用
型
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
と
は
、
保
育
所
若
し
く
は
認
定
こ
ど

も
園
（
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推

進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
１
８
年
法
律
第
７
７
号
。
以
下
「
認
定
こ
ど
も
園

法
」
と
い
う
。
）
第
２
条
第
６
項
に
規
定
す
る
認
定
こ
ど
も
園
を
い
い
、
保

育
所
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
家
庭
的
保
育
事
業
等
（
法

第
２
４
条
第
２
項
に
規
定
す
る
家
庭
的
保
育
事
業
等
を
い
い
、
居
宅
訪
問
型

保
育
事
業
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
を
行
う
事
業
所
に
お
い
て
、
当
該
施
設

又
は
事
業
を
利
用
す
る
児
童
の
数
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
利
用
児
童
数
」

と
い
う
。
）
が
当
該
施
設
又
は
事
業
に
係
る
利
用
定
員
（
子
ど
も
・
子
育
て

支
援
法
（
平
成
２
４
年
法
律
第
６
５
号
）
第
２
７
条
第
１
項
又
は
第
２
９
条

第
１
項
の
確
認
に
お
い
て
定
め
る
利
用
定
員
を
い
う
。
）
の
総
数
に
満
た
な

い
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
利
用
定
員
の
総
数
か
ら
当
該
利
用
児
童
数
を
除
い

た
数
以
下
の
数
の
乳
児
及
び
幼
児
を
対
象
と
し
て
行
う
乳
児
等
通
園
支
援

事
業
を
い
う
。

（
準
用
）

第
２
６
条

第
２
３
条
及
び
第
２
４
条
の
規
定
は
、
余
裕
活
用
型
乳
児
等
通
園

支
援
事
業
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
電
磁
的
記
録
）

第
２
７
条

乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
及
び
そ
の
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
所

の
職
員
は
、
記
録
、
作
成
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
の
う
ち
、
こ
の
条

の
業
務
上
知
り
得
た
利
用
乳
幼
児
又
は
そ
の
家
族
の
秘
密
を
漏
ら
し
て
は

な
ら
な
い
。

２
略

（
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
の
区
分
）

第
２
０
条

略
２

略
３

余
裕
活
用
型
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
と
は
、
保
育
所
若
し
く
は
認
定
こ
ど

も
園
（
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推

進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
１
８
年
法
律
第
７
７
号
。
以
下
「
認
定
こ
ど
も
園

法
」
と
い
う
。
）
第
２
条
第
６
項
に
規
定
す
る
認
定
こ
ど
も
園
を
い
い
、
保

育
所
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
家
庭
的
保
育
事
業
等
（
法

第
２
４
条
第
２
項
に
規
定
す
る
家
庭
的
保
育
事
業
等
を
い
い
、
居
宅
訪
問
型

保
育
事
業
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
を
行
う
事
業
所
に
お
い
て
、
当
該
施
設

又
は
事
業
を
利
用
す
る
児
童
の
数
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
利
用
児
童
数
」

と
い
う
。
）
が
当
該
施
設
又
は
事
業
に
係
る
利
用
定
員
の
総
数
に
満
た
な
い

場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
利
用
定
員
の
総
数
か
ら
当
該
利
用
児
童
数
を
除
い
た

数
以
下
の
数
の
乳
児
及
び
幼
児
を
対
象
と
し
て
行
う
乳
児
等
通
園
支
援
事

業
を
い
う
。

（
準
用
）

第
２
６
条

第
２
３
条
及
び
第
２
４
条
の
規
定
は
、
余
裕
活
用
型
乳
児
等
通
園

支
援
事
業
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中

「
一
般
型
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
」
と
あ
る
の
は
「
余
裕
活
用
型
乳
児
等
通

園
支
援
事
業
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
電
磁
的
記
録
）

第
２
７
条

乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
及
び
そ
の
職
員
は
、
記
録
、
作
成
そ
の

他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
の
う
ち
、
こ
の
条
例
の
規
定
に
お
い
て
書
面
（
書

（ 19 ）



改
正
後

改
正
前

例
の
規
定
に
お
い
て
書
面
（
書
面
、
書
類
、
文
書
、
謄
本
、
抄
本
、
正
本
、

副
本
、
複
本
そ
の
他
文
字
、
図
形
等
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
認
識
す
る
こ
と
が

で
き
る
情
報
が
記
載
さ
れ
た
紙
そ
の
他
の
有
体
物
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
同
じ
。
）
で
行
う
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
又
は
想
定
さ
れ
る
も
の

に
つ
い
て
は
、
書
面
に
代
え
て
、
当
該
書
面
に
係
る
電
磁
的
記
録
（
電
子
的

方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の

用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
）
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

面
、
書
類
、
文
書
、
謄
本
、
抄
本
、
正
本
、
副
本
、
複
本
そ
の
他
文
字
、
図

形
等
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
情
報
が
記
載
さ
れ
た

紙
そ
の
他
の
有
体
物
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
行
う
こ

と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
又
は
想
定
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
書
面
に
代
え

て
、
当
該
書
面
に
係
る
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他

人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記

録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い

う
。
）
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
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大村市火入れに関する条例の改正概要（第１７号議案関係）

１ 改正の理由

令和７年２月に発生した岩手県大船渡市の林野火災を受け、国において林野

火災を踏まえた消防防災対策のあり方に関する報告書がまとめられ、林野火災

に関する注意報及び警報の的確な発令等によって林野火災の予防の実効性を

高めることが必要とされた。

このことから、県央地域広域市町村圏組合で定める県央地域広域市町村圏組

合火災予防条例の改正により、林野火災に関する注意報が新設されたことに伴

い、火入れ（※）の中止に関する規定の見直し等を行うため、次のとおり条例

を改正するものである。

※ 開墾準備、焼畑、害虫駆除等を目的に、立木竹、草その他の堆積物等を面的に焼

却する行為をいう。森林又はその周囲１キロメートルの範囲内における火入れには

市長の許可が必要となる。

２ 改正の内容

火入れの中止の規定に林野火災に関する注意報が発令された場合を追加す

る。

３ 施行期日

令和８年４月１日

火入れの中止 改正前 改正後

義務

・強風注意報

・乾燥注意報

・火災警報

・風勢等によって他に延焼す

るおそれがあると認められ

るとき

・強風注意報

・乾燥注意報

・火災に関する警報

・風勢等によって他に延焼す

るおそれがあると認められ

るとき

努力義務 なし
＜新設＞

・林野火災に関する注意報
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大
村
市
火
入
れ
に
関
す
る
条
例
（
新
旧
対
照
表
）

改
正
後

改
正
前

（
火
入
れ
の
中
止
）

第
１
４
条

火
入
者
及
び
火
入
責
任
者
は
、
火
入
れ
の
許
可
の
期
間
中
で
あ

っ
て
も
、
強
風
注
意
報
若
し
く
は
乾
燥
注
意
報
が
発
表
さ
れ
、
又
は
火
災

に
関
す
る
警
報
が
発
令
さ
れ
た
場
合
に
は
、
火
入
れ
を
行
っ
て
は
な
ら
な

い
。

２
火
入
責
任
者
は
、
火
入
れ
中
に
風
勢
等
に
よ
っ
て
他
に
延
焼
す
る
お
そ

れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
又
は
強
風
注
意
報
若
し
く
は
乾
燥
注
意
報

が
発
表
さ
れ
、
若
し
く
は
火
災
に
関
す
る
警
報
が
発
令
さ
れ
た
場
合
に
は
、

速
や
か
に
消
火
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
火
入
者
及
び
火
入
責
任
者
は
、
火
入
れ
の
許
可
の
期
間
中
で
あ
っ
て
も
、

林
野
火
災
に
関
す
る
注
意
報
が
発
令
さ
れ
た
場
合
に
は
、
火
入
れ
を
行
わ

な
い
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
火
入
責
任
者
は
、
火
入
れ
中
に
林
野
火
災
に
関
す
る
注
意
報
が
発
令
さ

れ
た
場
合
に
は
、
速
や
か
に
消
火
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
火
入
れ
の
中
止
）

第
１
４
条

火
入
者
及
び
火
入
責
任
者
は
、
火
入
れ
の
許
可
の
期
間
中
で
あ

っ
て
も
、
強
風
注
意
報
、
乾
燥
注
意
報
又
は
火
災
警
報
が
発
令
さ
れ
た
場

合
に
は
、
火
入
れ
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。

２
火
入
責
任
者
は
、
火
入
れ
中
に
風
勢
等
に
よ
っ
て
他
に
延
焼
す
る
お
そ

れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
又
は
強
風
注
意
報
、
乾
燥
注
意
報
又
は
火

災
警
報
が
発
令
さ
れ
た
と
き
に
は
、
速
や
か
に
消
火
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
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大
村
市
特
別
会
計
条
例
（
新
旧
対
照
表
）

改
正
後

改
正
前

（
設
置
）

第
１
条
本
市
が
設
置
す
る
特
別
会
計
は
、
法
令
の
規
定
に
よ
り
設
置
す
る
も

の
を
除
く
ほ
か
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
設
置
）

第
１
条

本
市
が
設
置
す
る
特
別
会
計
は
、
法
令
の
規
定
に
よ
り
設
置
す
る
も

の
を
除
く
ほ
か
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

会
計
の
区
分

事
業
の
種
類

鬼
橋
坂
口
線
周
辺
整
備
事
業
特
別
会
計

鬼
橋
坂
口
線
周
辺
整
備
事
業

会
計
の
区
分

事
業
の
種
類

工
業
団
地
整
備
事
業
特
別
会
計

工
業
団
地
整
備
事
業

鬼
橋
坂
口
線
周
辺
整
備
事
業
特
別
会
計

鬼
橋
坂
口
線
周
辺
整
備
事
業
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位 置 図

第２０号議案関係資料

保
育
施
設

本
館
棟

保
育
施
設
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位 置 図

第２１号議案関係資料

工事場所
（大村市総合運動公園多目的広場人
工芝敷設工事（その２））

至佐世保市

至諫早市

大村市総合運動公園

テニスコート

市道杭出津松原線

郡川

大村市立郡中学校
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人
工

芝
整

備
ス

ケ
ジ

ュ
ー

ル

A
コ

ー
ト

D
コ

ー
ト

令
和
８
年
３

月
完

成
予

定

第２１号議案関係資料

A

1 80 0以上

1
800
以
上

18
00以

上

18 0
0以

上

1800以上

φ
60

.5x
3.8

φ8
9.1

x4.2

C
PL-

3.2t

安全
領域

φ
89.

1x4
.2

ぼ
う

け
ん

広
場

A
ｺ
ｰ
ﾄ

B
ｺ
ｰ
ﾄ

C
ｺ
ｰ
ﾄ

D
ｺ
ｰ
ﾄ

ゴ
ル

フ
場

テ
ニ

ス
コ

ー
ト

グ
ラ
ウ

ン
ド

多
目

的
広
場

平
面
図

大
村

市
総
合
運
動
公
園 至

佐
世

保
市

至
諫

早
市

（
令

和
８
年

３
月

供
用

開
始
予
定

）

市
道

杭
出

津
松

原
線

C
コ

ー
ト

B
コ

ー
ト

令
和
９
年

１
月

完
成

予
定

人
工

芝
敷
設

工
事

（
令

和
９
年

１
月

供
用

開
始

予
定

）
人

工
芝

敷
設

工
事
（

そ
の
２

）
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No. 摘　　要

1 352,652,000 1 最低制限価格未満

2 370,000,000 2 落札

入札結果

工　事　名 大村市総合運動公園多目的広場人工芝敷設工事（その２）

開札日時 令和７年１２月１９日（金）　午前９時

工事場所 大村市黒丸町

設計額（税込み） 419,343,100円

予定価格(税込み) 419,343,100円

予定価格(税抜き) 381,221,000円

最低制限価格（税抜き） 354,206,000円

決定金額(税抜き) 370,000,000円

業者名 第１回金額(円) 第２回金額(円)

平山組・森工務店特定建設
工事共同企業体

伸栄・山建特定建設工事共
同企業体

上記決定金額に１００分の１０に相当する額を加算した金額が契約の申込みに係る
金額である。

第２１号議案関係資料
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工事請負契約の変更について（報告第１号関係）

１ 工 事 名 大村市立旭が丘小学校仮設校舎賃貸借

２ 契約の相手方 福岡県福岡市博多区店屋町１番３５号

日東工営株式会社 九州支店

執行役員支店長 錦邉 忠彦

３ 主な変更理由 (1) 渡り廊下に手洗い場を設置し、及びその設置に伴い給水

管を延長したため。

(2) 図工室に机、椅子及び書庫を設置したため。

４ 経 過

契約金額 変更金額 契約期間

当初契約

(令和6年12月19日議決)
502,975,000 円 －

令和6年12月19日から

令和9年12月31日まで

今回変更契約 509,330,800 円 6,355,800 円 同上
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公用車の交通事故について（報告第２号関係）

１ 経緯

令和７年１１月１６日午前９時５５分頃、本市消防団員の運転する公用車（消

防ポンプ自動車）が広域農道多良岳西部線（大村レインボーロード）に接続する

市道水計町１号線へ右折しようとした際、誤ってギアをバックに入れたことによ

り、当該公用車が後退し、後方に停止していた〇〇氏（以下「相手方」とい

う。）所有の普通自動車のフロントバンパーに接触し、当該フロントバンパーに

損傷を与えた。

２ 事故の原因及び処理

事故の原因は、右折する際にギアの操作を誤ったことによるものである。

事故発生後、相手方と事後措置について協議を行い、下記３のとおり示談した。

なお、当該消防団員には、今後は、発進時にギアの状況を十分に確認した上で安

全運転に努めるよう厳重に注意した。

３ 示談内容

大村市は、相手方に対し、修理費等の全額２１６，３４８円（全額保険対応）を

損害賠償金として支払う。

（ 29 ）

3675
四角形
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詳細図

事故発生場所

①右折しようとした際、誤って

ギアをバックに入れた

②相手方車のフロントバンパー

に接触し、損傷を与えた

広域農道多良岳西部線

市道水計町１号線

至大村インターチェンジ

相手方車

公用車

荒平橋

至諫早市
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工事請負契約の変更について（報告第３号関係）

１ 工 事 名 大村市総合運動公園多目的広場人工芝敷設工事

２ 契約の相手方 伸栄・平山特定建設工事共同企業体

代表者 大村市荒瀬町１０４３番地

伸栄建設株式会社

代表取締役 友岡 奈々

３ 主な変更理由 (1) 人工芝の敷設に伴い、競技の実施に必要となる設備等を

追加したため。

(2) 公共工事設計労務単価の改定に伴う特例措置を適用し、

労務費等を増額したため。

４ 経 過

契約金額 変更金額 工期

当初契約

（令和7年 7月 2日議決）
374,000,000 円 －

令和 7年 7月 3日から

令和 8年 3月 13 日まで

今回変更契約 379,442,800 円 5,442,800 円 同上
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市営住宅の家賃の支払に係る訴えの提起について（報告第４号関係）

[事案の概要]

(1) 相手方は、滞納した家賃の納付に関し、本市から再三にわたる催告を受けたに

もかかわらず、その一部を令和７年４月１０日に納付した後、全く納付に応じな

かった。

(2) そこで本市は、令和７年１２月１日、相手方に対し、家賃の支払いを求めて大

村簡易裁判所に民事訴訟法第３８２条の規定に基づく支払督促の申立てを行った。

(3) この支払督促に対し、相手方から、令和８年１月２６日に、督促異議の申立て

があったため、民事訴訟法第３９５条の規定により、支払督促の申立ての時に市

による訴えの提起があったものとみなされることとなった。

(4) 相手方からの異議の内容は、「支払督促の内容を認めた上で、家賃の分割払い

について債権者(大村市)との話し合いを希望する」というものであったが、相手

方の納付履行状況、収入の状況等を踏まえ、地方自治法及び市長の専決処分事項

に関する条例に基づき、令和８年１月２６日に、訴えの提起についての専決処分

を行った。

◆参考：民事訴訟法

（支払督促の要件）

第３８２条 金銭その他の代替物又は有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求については、

裁判所書記官は、債権者の申立てにより、支払督促を発することができる。ただし、日本にお

いて公示送達によらないでこれを送達することができる場合に限る。

（督促異議の申立てによる訴訟への移行）

第３９５条 適法な督促異議の申立てがあったときは、督促異議に係る請求については、その目

的の価額に従い、支払督促の申立ての時に、支払督促を発した裁判所書記官の所属する簡易裁

判所又はその所在地を管轄する地方裁判所に訴えの提起があったものとみなす。この場合にお

いては、督促手続の費用は、訴訟費用の一部とする。
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広域農道上の自動車破損事故について（報告第５号関係）

１ 経緯

令和７年５月３０日午前５時頃、〇〇氏（以下「相手方」という。）所有の軽自

動車が広域農道多良岳西部線（大村レインボーロード）を走行中、広域農道上の落

石に気付かず乗り上げた際、フロントバンパー、ラジエーター等を破損した。

２ 事故の原因及び処理

事故の原因は、本市による落石の発見が遅れたことによるものである。

事故発生後、相手方と事後措置について協議を行い、下記３のとおり示談した。

なお、事故現場付近の広域農道については、土砂等の清掃を実施するとともに、

落石防護柵を設置した。

３ 示談内容

大村市は、相手方に対し、車両時価額の５割に相当する額７０，０００円（全額

保険対応）を損害賠償金として支払う。

（ 33 ）
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